
くしま市民活動交流センター

パ　ナ　ッ　プ

●住　所＝串間市大字西方5500-2
●☎/FAX＝0987-27-3075
●開館日＝平日 午前９時～午後６時
●メール＝kushimageinin@kkd.biglobe.ne.jp
●Ｈ　Ｐ＝http://kushima-panerp.com/

みなさまの
市民活動を
支援します！

　  子育て支援情報

　
パ
ナ
ッ
プ
で
は
団
体
の
登
録
を
募

集
し
て
い
ま
す
。
登
録
団
体
に
は
普

段
の
お
客
さ
ま
用
ス
ペ
ー
ス
を
会
議

室
や
作
業
室
と
し
て
無
料
で
利
用

（
８
名
ま
で
）
で
き
た
り
、
何
か
資

料
を
作
成
す
る
際
に
ノ
ー
ト
パ
ソ
コ

ン
を
無
料
で
利
用
で
き
た
り
と
、
さ

ま
ざ
ま
な
特
典
が
あ
り
ま
す
。

　
団
体
と
は
、
串
間
市
内
に
拠
点
を

置
く
団
体
（
市
民
活
動
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
活

動
・
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
な
ど
）
で
す
。

ま
た
、
自
治
会
の
皆
さ
ま
も
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。

　
登
録
は
、
パ
ナ
ッ
プ
に
お
越
し
い

た
だ
く
ほ
か
、
電
話
や
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
登
録

の
際
に
必
要
な
も
の
は
、
団
体
名
、

代
表
者
名
、
住
所
、
連
絡
先
で
す
。

団
体
の
皆
さ
ま
の
ご
登
録
を
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

パ
ナ
ッ
プ
を
も
っ
と
利
用
し
て
み
よ
う
！

平成27年度保育所入所申込を受け付けています。
入所受付は１月16日（金）までです。

入所施設について
　平成 27 年度から子ども子育て新制度が始まることにより
串間市では、保育所と幼保連携型認定こども園への入所が可
能となります。

入所できる条件について
　入所できる施設については、支給認定により異なるため【表
１】と【表２】をご確認ください。
　保育所は、２号認定もしくは３号認定を受けた児童が入所
できます。
　幼保連携型認定こども園は、１号から３号までいずれかの
認定を受けた児童が入所できます。

入所申込について
　入所は毎月１日付となります。入所申し込みは、次のとお
りです。
●４月入所申込受付＝１月16日（金）まで
●５月以降の入所申込受付＝入所希望月の前月20日まで
●受付場所
・１号認定＝幼保連携型認定こども園
・２号認定、３号認定＝福祉事務所こども政策係

提出書類について
　申込に必要な書類は、次のとおりです。１号認定の方は、認
定こども園に直接書類①を提出してください。２号認定、３号
認定の方は、書類①②③④⑤を福祉事務所こども政策係に提
出してください。⑥、⑦については該当者のみ提出となります。
すべての書類は福祉事務所こども政策係で配布しています。
①支給認定申請書
②保育所等利用申込書
③�就労（内定）証明書もしくは保育利用事由証明書
　�【表３】で、該当する書類を確認ください。保護者１人に
つき１枚提出してください。
④保育料納付誓約書
　�保育料に関する事項について確認していただき、署名、押
印をお願いします。
⑤保育所入所申込確認書
　�保育所入所に関する事項について確認していただき、押印
をお願いします。

�　以下は該当者のみ提出をお願いします。
⑥保育料を算定する書類
　�平成 26 年１月１日時点で住民登録が串間市外の場合は、
住民登録のあった市町村から『平成 26 年度市町村民税課
税証明書』を取得し、提出してください。
⑦第３子以降保育料軽減申請書
　�世帯員の 18 歳未満の養育をしているお子さん全員を記入
して提出してください。

入所決定について
　１号認定の方については、認定こども園が入園の内定を出
します。２号認定、３号認定の方については、市が入園の内
定を出します。
　提出書類の審査などを行った後、保育の必要性が高い児童
から、保育所等の定員などに応じて順次決定します。提出書
類の不備や提出書類の不足の場合は、入所審査対象外となり
ます。期限内に、書類をすべてそろえて提出してください。

◎�問い合わせ先
　福祉事務所こども政策係☎７２－０３３３（内線５０６、５０７）

認定区分 利用できる施設 対象となる
子ども

１号認定
（教育標準時間認定）

認定こども園
（幼稚園機能）

満３歳以上の
子ども

２号認定
（３歳以上
保育認定）

標準時間
（最長11時間）

保育所（園）
認定こども園

（保育園機能）

満３歳以上の子
どもで『保育の
必要な事由』に
該当する場合

短時間
（最長８時間）

３号認定
（３歳未満
保育認定）

標準時間
（最長11時間）

３歳未満の子ど
もで『保育の必
要な事由』に該

当する場合
短時間

（最長８時間）

保育の
必要な事由 保　護　者　の　状　況

① 就労 月60時間以上の労働に
常態的に従事している場合

② 妊娠・出産 母が出産前後である場合

③ 疾病・障がい 病気や心身に障がいがある場合

④ 介護等 親族（長期間入院等をしている親族を含む）
を常時介護または看護している場合

⑤ 災害復旧
火災、風水害、地震などの災害により

家屋に損壊等を受け
家庭で保育ができない場合

⑥ 求職活動 求職活動を行うもしくは継続的に
行っている場合

⑦ 就学 就学中の場合

⑧ 虐待やＤＶの
おそれ 虐待やＤＶのおそれがある場合

⑨ 育休取得中で
保育利用中

育児休業取得中に、
既に保育を利用している子どもがいて

継続利用が必要である場合
⑩ その他 上記に類する状態として

串間市が認める場合

保育の
必要な事由 必要書類 添付書類

１ 就労 就労（内定）証明書

２ 妊娠・出産

保育利用事由証明書

母子手帳（予定日もし
くは出産日の分かる

ページ）の写し

３ 疾病・障がい
診断書（疾病の場合）、
障害者手帳の写し（障

がいの場合）
４ 介護等 介護保険証の写し

５ 災害復旧

６ 求職活動

７ 就学 在学証明書

８ 育休取得中で
保育利用中 就労（内定）証明書

認定は、お子さんの年齢や保護者の就労状況等
により次の３つに区分されます。

２号または３号認定を受ける場合、父母ともに
下のいずれかに該当することが必要となります。

保育の必要な事由により必要書類が変わります。表３

表２

表１

こんなことが
できます！

　
く
し
ま
Ｔ
シ
ャ
ツ
展
「
く
し
ま
だ 

ョ
！
全
員
集
合
」
で
体
感
し
て
も

ら
っ
た
「
市
民
の
チ
カ
ラ
」
を
、
も 

っ
と
見
て
、
も
っ
と
聞
い
て
、
も
っ

と
感
じ
て
ほ
し
い
！
と
い
う
こ
と
で
、

今
年
も
交
流
会
を
開
催
し
ま
す
。

　
こ
の
交
流
会
は
市
民
団
体
・
企
業 

・
行
政
関
係
者
が
集
い
、
共
有
・
交

流
で
き
る
こ
と
で
毎
年
好
評
い
た
だ

い
て
い
ま
す
。

　
お
互
い
の
情
報
を
共
有
し
、
よ
り

よ
い
地
域
づ
く
り
に
つ
な
げ
、
み
ん

な
で
串
間
を
発
展
さ
せ
ま
し
ょ
う
。

お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

ま
ち
づ
く
り 

シ
ェ
ア
リ
ン
グ
交
流
会

● 

日
時
＝
２
月
18
日（
水
）
午
後
６

時
半
～

● 

場
所
＝
旧
吉
松
家
住
宅　
大
広
間

● 

対
象
＝
市
民
活
動
団
体
、
企
業
、

行
政
関
係
者
な
ど

● 

参
加
費
＝
無
料

● 

申
込
・
問
い
合
わ
せ
先
＝
く
し
ま

市
民
活
動
交
流
セ
ン
タ
ー
パ
ナ
ッ
プ

　
今
年
も
交
流
会

　
開
催
し
ま
す
！

　
団
体
登
録
募
集
！
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